
サービス種別

　朝倉市

利用できる施設

利用できる方

ケアの内容

利用料金 (1 回あたり )

（代表番号）



利用までの流れ

申請書の提出

利用施設の調整

産後ケア事業利用～利用終了後

産後ケア事業利用（承認・不承認）通知書の送付

　利用希望日の 1週間前までに、こども家庭センターあさくらっこ（健康課）に申請書を提出して
ください。

申請内容を審査し、利用を希望する施設が利用可能かどうか、担当者が確認を行います。

　審査結果を通知します。利用が承認された場合は、利用施設や利用期間、利用メニュー等を記載
した「産後ケア事業利用承認通知書」を送付します。

　母子健康手帳や産後ケア事業利用承認通知書、お母さんと赤ちゃんの健康保険証・子ども医療証、
その他利用施設から指示があった持ち物を準備して産後ケアを利用してください。
　ご利用後は、体調等の確認のために、保健師から連絡をすることがあります。

申請書は市のホームページからもダウンロードできます。申請に必要な添付書類があります。
退院後すぐに利用したいという場合は、妊娠 32 週から申請が可能です。

ベッドの空き状況等によっては、利用できない場合があります。

　市の承認なく変更・中止した場合は、産後ケア事業を利用したとみなし、
利用料を利用施設にお支払いしていただく場合があります。

【申請・問い合わせ先】
〒838-0068

福岡県朝倉市甘木 198-1 朝倉市保健福祉センター内
こども家庭センター　あさくらっこ

    ☎：0946-28-7340
FAX：0946-23-0732
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